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ただ今上程されました令和３年度佐世保市一般会計予算をはじめとする

各議案の提案理由説明に先立ち、令和３年度における市政運営の方針につ

いて説明させていただき、市民の皆様並びに議員の皆様のより一層のご理

解とご協力を賜りたいと存じます。  

昨年は、新型コロナウイルス感染症の世界的な大流行によって、社会全

体がかつて経験したことのない混乱に包まれた１年でありました。我が国

においても、感染の急速な拡大に伴い、全国を対象として緊急事態宣言が

なされ、外出自粛や休業要請などにより生活様式の変容を余儀なくされ、

本市においても市民生活に大きな影響が生じました。  

こうしたなか、一刻も早く市民生活や地域経済を守るため、新型コロナ

ウイルス感染症対策のため新たに創設した組織体系をもって関係機関等と

連携し、感染症対策や経済対策に取り組んでまいりました。  

現在も日々、新たな感染例が確認されている状況ですが、感染された方

の一日も早いご回復をお祈りしますとともに、感染防止のための各対策や

「新しい生活様式」の実践にご協力いただいている市民の皆様、事業者の

皆様、議員の皆様並びに、最前線で献身的な努力をされている、医療従事

者をはじめ市民の健康と生活を支えてくださっている多くの関係者の皆様

に、心からの感謝とおねぎらいを申し上げます。  

 

また、令和２年７月豪雨をはじめ、昨年も全国各地で記録的な豪雨や台

風などによる自然災害が相次ぎ、大きな被害をもたらしました。本市でも、

６月下旬から７月中旬にかけて、記録的な豪雨に見舞われ、道路崩壊や大

規模な地滑りが発生しました。特に、台風９号・１０号の襲来に際しては、

広い範囲で停電が発生するとともに、高島・宇久島では船舶の係留施設が

破損しその運航に支障が生じるなど、早期の復旧に努めましたが、市民の

皆様の生活に、大きな影響が生じてしまいました。改めまして、被災され

た皆様にお見舞い申し上げますとともに、一刻も早い完全復旧に努めてま

いります。  

 

さて、世界経済は、新型コロナウイルス感染症の影響で、２０２０年の

成長率は戦後最悪のマイナス４．３％となる見通しであり、２０２１年は

新型コロナワクチンの迅速な接種等により回復の見通しがあるとされ、ワ

クチンの普及状況等に回復の鍵があります。  

また、我が国の経済の見通しにおいても、総合経済対策の実施等により、



 2 

令和３年度中には経済の水準がコロナ前の水準に回帰することが期待され

ているものの、引き続き、感染症が内外経済を下振れさせるリスクに十分

注意する必要があるとされています。  

日銀長崎支店の発表では、本県におきましても、景気は感染症の影響か

ら引き続き厳しい状況のなか、緩やかに持ち直しているものの、足もとで

は新型コロナウイルス感染症の再拡大の影響がみられているとの判断がな

されております。  

新型コロナウイルス感染症につきましては、本市においても、１２月中

旬以降、急激に感染者が増加し、すでにこれまで３００例を超える感染者

が確認され、複数のクラスターも発生しております。非常に緊迫した状況

にあるものと判断したことから、昨年末より、本市独自のフェーズ４に移

行し、市内の感染状況に応じた非常事態に準ずる対応をしてまいりました。

その後、徐々に感染状況が落ち着きつつあることに鑑み、２月２２日付で、

５６日ぶりにフェーズ３に移行したところですが、長崎県からの警戒警報

は発令中であり、未だ予断を許さない状況にございますので、今後の動向

に注視しながら引き続き緊張感をもって対策に当たる所存でございます。  

 

対策にあたっては、感染症の発生後早い段階から「佐世保市新型コロナ

ウイルス感染症対策本部」を立ち上げ、私が本部長として、全庁横断的に

情報の共有・方策の指示を行いながら、対策にあたってまいりました。  

また、昨年４月には、副市長を「新型コロナウイルス感染症特別対策室」

及び「佐世保市緊急経済雇用対策本部」のそれぞれのトップとして任命し、

感染症対策並びに経済対策に係る迅速な体制を構築することで、７月には

「『新たな生活様式』を踏まえた本市の対応指針」を定め、「コロナに負け

ない元気なまち」を目指して、各対策に取り組んでまいりました。  

市議会におかれましても、「佐世保市議会新型コロナウイルス感染症対策

本部」を設置され、市議会としての体制を整備していただきました。感染

症に係る本市の対応にご助言、ご協力を賜り、迅速に各種対策を進めるこ

とができましたことをお礼申し上げます。  

 

本市の感染症対策の取組においては、新型コロナウイルス感染症特別対

策室が中心となって、県や医師会、関係機関等と連携しながら、検査体制

の整備や医療提供体制の強化を進めてまいりました。  

この間、緊急事態宣言に伴う市立小中学校等の臨時休業や台風・豪雨災

害に係るコロナ禍での避難所設置などの新たな事態もございましたが、対
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策本部を中心として、それぞれに有効な対策等をとってきたところでござ

います。  

先般、１月６日には長崎県から特別警戒警報が発出され、本市において

も病床のひっ迫が続いていたことから、医療関係者の負担を減らし、医療

体制を確保するため、１月１６日に「医療緊急事態宣言」を発出し、改め

て市民の皆様に基本的な感染症対策の徹底をお願いしてまいりました。市

民の皆様のご協力もあり、危機的な状況は、一定回避できたものと判断し、

２月２１日をもって医療緊急事態宣言を解除したところです。  

なお、最近の大規模クラスターの発生を受けて、デイサービスを実施し

ている障がい者や高齢者の入所施設のスタッフの方々に対するＰＣＲ検査

を行うこととし、２月１６日より順次実施しております。  

 

次に、本市の感染症に係る経済対策については、国、県の施策とあわせ、

切れ目のない対策を段階に応じ適切に展開することとし、①緊急支援段

階・②安定化支援段階・③計画的支援段階の３段階により、市民・事業者

等への支援に取り組んでまいりました。  

これまで、第１段階及び第２段階として、全市民一律の特別定額給付金

のほか、事業者への本市独自の給付金など、主に給付事業により、経済的

支援を行いました。また、続く第３段階においては、４２億円を超える規

模での「させぼ振興券」発行事業を行うとともに、観光需要の回復、農水

産品の消費拡大などに係るキャンペーンを実施することにより、地域経済

の回復を図ってまいりました。  

 

しかし、国の緊急事態宣言の延長下において、様々な経済活動が制約さ

れるなか、本市を取り巻く環境はしばらくは、大変厳しいものと想定して

おり、私も市長として、何としても市民の皆様の生命・財産を守るため、

感染症対策や経済対策を優先的に実施してまいる所存です。  

これらの取組を進めるにあたっては、令和３年度前半は感染症対策期、

後半は実質的な経済活動時期という考え方を基本とし、その感染状況・地

域経済状況を的確に把握し、適時かつダイナミックな対応をとってまいり

ます。  

 

特に、感染症の収束への切り札とされるワクチンの接種につきましては、

国の承認後、速やかに市民の皆様に接種を受けていただけるよう、新たに

「ワクチン接種推進チーム」を設置し、現在５名体制で業務を行っており
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ますが、適宜、体制の強化を図り、併せてチームを中心とした、全庁横断

的な体制により、遺漏がないよう、しっかりと取り組んでまいります。  

まずはじめに、医療従事者への先行接種が２月２２日から開始されてお

りますが、本市といたしましても、医師会をはじめとした医療関係者の皆

様と綿密な打合せをしながら、接種体制や相談体制の確立及び接種券の印

刷・発行など、接種に向けた準備を進めているところであり、個別接種を

中心としつつ、集団接種、職域での接種を組み合わせて実施することとし

ておりますが、接種の予約やワクチンの管理などを一括して行うことによ

り、市民の皆様にとって分かりやすく、また、接種実施医療機関の負担を

軽減する方向で検討しているところでございます。  

今後も引き続き、相談対応や行政検査、積極的疫学調査の実施、啓発活

動等を継続し、感染症の収束に向け、職員の総力を結集して取り組んでま

いる所存でございます。  

 

ウィズコロナ時代から、さらにその先のポストコロナ時代を見据えてい

くうえでは、様々な分野において、この感染症対策を行うなかで生まれた

新たな気づきによって、新たな技術を用いながら、新たなスタイルに変化

させ、更なる価値へとつなげていくことが日本全体で求められております。

本市においても、このような社会の潮流に遅れることなく、様々な対策を

講じていくこととしております。  

まず、企業のＩＴ化を含むデジタルトランスフォーメーション、いわゆ

るＤＸの支援をはじめ、スタートアップ・ベンチャー企業の育成等のため

の産業支援センターの機能強化、サテライトオフィスの誘致促進など、「ポ

ストコロナ」社会への変化を見据えた取組も進め、強靭かつ自律的な地域

経済を目指してまいります。  

さらに国の地域未来構想２０やカーボンニュートラルなどの政策をいち

早く取り入れ、自治体新電力会社である「株式会社西九州させぼパワーズ」

社を通じて、拠点となる指定避難所等に太陽光発電パネルと蓄電池を整備

し、併せ、同社、市、周辺市町、カーディーラー、タクシー会社及び個人

と連携した非常時におけるＥＶ車を用いた避難所電源確保の仕組みを構築

し、脱炭素に貢献するだけでなく、避難所非常用電源のバックアップ電源

として利用することなどで、「新たな生活様式」に対応した、社会的な環境

整備のための取組を推進してまいります。  

 

また、このようななか、政府においては、感染症対策を契機として、手
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続きのオンライン化等、行政のデジタル化に係る取組を加速させており、

本市においても、これら行政のデジタル化に取り組んでいくため、昨年

１１月に「デジタル・ガバメント準備室」を設置し、教育委員会において

は、ＧＩＧＡスクール構想に対応するため、「スマート・スクール・ＳＡＳ

ＥＢＯ推進室」を設置しております。  

本市においては「佐世保市ＩＣＴ戦略」において、デジタル技術を最大

限に活用し、市民の利便性向上と効率的な行政経営の両立に取り組むこと

としておりますが、ポストコロナ時代に向けて行政サービス等の変革を図

っていくには、この戦略を一層バージョンアップし、行政サービス等にデ

ジタル技術をより浸透させ変化させていく必要があります。  

このため、「デジタル・ガバメント準備室」と情報部門等を再編し、新た

に「ＤＸ推進室（仮称）」を設置し、新たなＩＣＴ戦略を策定・推進し、行

政運営の効率化と市民の利便性の飛躍的な向上の両立を目指すとともに、

ポストコロナを見据えた「新たな日常」構築に向け、行政手続のオンライ

ン化や公金支払いのキャッシュレス化など、様々なデジタル化の取組を一

層強化し、行政サービスのデジタル化をウィズコロナ時代における感染予

防対策・手段としてのみならず、ポストコロナ時代への新たな原動力とし

て加速化、深化させてまいります。  

 

さて先般、総務省が発表した２０２０年住民基本台帳人口移動による報

告書によると、本市の転出超過は、一昨年２０１９年の１，３９５人から、

５０９人増加の１，９０４人で、全国でワースト４位、県内でも長崎市に

次ぐ厳しい状況でございました。  

改めてその傾向を見てみますと、本市からの転出者数はここ数年変わら

ない水準を維持している一方、本市への転入者が減少、特に若い世代の転

入者の減り方に特色ある傾向が見受けられました。  

新型コロナウイルスが地域経済に与えた影響は大きいなか、求人数の減

も転入者減の要因の一つでありながら、解雇などの離職等を理由とする市

外への転出は、例年並みに抑制できているのではないかと想定できます。  

このことは、雇用主の皆様の努力は勿論、国・県及び本市による雇用・

経済対策には一定の成果があるものと昨年の移動人口による数字上からは

感じております。  

一方、人口の課題は、出生率を向上させ、転入超過の流れに誘導するこ

とが基本的な改善方法だと思います。  

そのなかでも、今回の顕著な傾向から見えた課題のとおり、若い世代を
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外部からのいわゆるＵＪＩターン政策としてさらに積極的に呼び込む必要

があると考えます。  

そのためには、地場企業や産業の振興、新たな雇用を創出する企業誘致

並びに本市の魅力、情報を発信すること等はもとより、経済対策だけでな

く、様々な分野で政策の総動員的な展開が必要と改めて決意しております。 

 

まずは新型コロナウイルス感染症対策や経済・雇用対策を優先的に実施

し、今お住まいの市民の皆様の生活をしっかり守り、昨年からスタートし

た「第７次総合計画」を確実に推進することで、発展的な佐世保市をつく

ることができると信じております。  

改めて「第７次総合計画」は、これからの佐世保市がめざす将来の都市

像を掲げ、その実現に向けた基本的な姿勢や中長期的な展望を明らかにし

たもので、すべての市民と行政にとって共通のまちづくりの指針であり、

市民の皆様の満足度向上の道しるべとなるものでございます。  

「しごと」が「ひと」を呼び、「ひと」が「しごと」を呼び込む好循環ス

パイラルを実現し、「海風  薫り  世界へはばたく〝キラっ都″ＳＡＳＥＢ

Ｏ」を本市の誇り高い将来像として、その実現に向け推進してまいります。  

併せて私が市民の皆様のシビックプライド（市民や都市としての誇り）

の向上を図るため、中長期的視野で進めている重点施策「８つのリーディ

ングプロジェクト」にも力を入れてまいります。  

 

これらの将来像を実現するためには、しっかりとした他都市に負けない

安全・安心な都市基盤を守る必要があると考え、昨年３月、国土強靭化に

係る本市の指針として「佐世保市国土強靭化地域計画」を策定いたしまし

た。  

近年、激甚化に至る災害が全国で相次いでおり、国の防災・減災、国土

強靭化のための５か年加速化対策が示され、これにあわせ、しっかりと本

市の取組を強化し、災害に対して強く、しなやかな都市基盤を構築してま

いります。  

それでは、第７次総合計画に掲げた「しごと」、「ひと」、「まち」、「くら

し」と、これに「行政経営」を加えた５つの分野の、第７次総合計画にお

ける取組内容と、その取組を牽引するための重点施策「８つのリーディン

グプロジェクト」について、説明申し上げます。  

 

１  しごと－活力あふれる国際都市－  
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「しごと」の分野として、まず、「観光商工政策」では、将来にわたって

活力ある地域社会を支える地場産業を支援し、地域資源を活かした産業づ

くりと交流人口の拡大を進め、活力と賑わいにあふれるまちづくりの実現

を図ってまいります。  

観光の振興においては、マイクロツーリズムの観点から、まずはリピー

ターとなりうる九州内など、近隣地域から徐々に誘客範囲を拡大し、観光

客誘致に取り組んでまいります。海外からの誘客につきましては、継続的

に情報発信を行いながら、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために

行われている入国制限が緩和される状況になり次第、インバウンド誘致に

よる地域活性化に注力してまいります。引き続き、「西海国立公園九十九島」

と「ハウステンボス」の連携強化による認知度向上と集客強化を図り、「海

風の国」佐世保・小値賀観光圏のブランドコンセプトに基づいた滞在交流

型観光を推進します。  

また、世界文化遺産「黒島の集落」や「鎮守府」・「三川内焼」という２つ

の日本遺産の観光ブランドを活用し、佐世保の魅力発信に取り組むととも

に、長崎県の「まちづくり応援事業」の認定を受けた江迎地区など観光地

域づくりを進めてまいります。  

広域連携による周遊観光の推進では、広域圏の観光情報や周遊ルートを

掲載したデジタルマップを活用し、周遊企画、ＳＮＳを効果的に活用した

観光情報の発信を行い、地域の認知度向上と圏域内の周遊促進を図ってま

いります。  

また、西海国立公園九十九島水族館「海きらら」については、令和２年

度策定の長寿命化計画に基づく老朽化対策を行うとともに、リニューアル

の検討を引き続き行ってまいります。  

地場企業の振興については、関係金融機関と連携を図り、低利で利用し

やすい従来の制度融資と合わせてＤＸ資金を創設し、資金調達面での中小

企業のＩＴ化に向けた設備投資の促進を図ってまいります。  

また、産業支援センターにおいては、市内中小企業の経営支援を強化す

るとともに、専門家による企業のＩＴ化を含むＤＸへの取組支援や、スタ

ートアップやベンチャー企業の育成に加え、サテライトオフィスの誘致促

進にも努めてまいります。  

「農林水産政策」では、地域の特色を生かした「産品」と、元気な「担

い手」の育成による、農林水産業の活性化を図ってまいります。  

農林業の振興においては、西海みかんや長崎和牛に続く特産品の創出と、

産品の更なるブランド力の向上を図るとともに、これらを支える農地など
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の生産基盤の整備に引き続き取り組んでまいります。  

加えて、農業への新規参入希望者に対する本市独自の研修制度の実施や、

初期費用に対する支援など、就農のきっかけ作りに取り組み、新規就農者

の確保に努めるとともに、森林整備の推進を図るため、効率的な林道の路

網整備に着手いたします。  

水産業の振興においては、水産資源の維持増大を図るため、水産センタ

ーの機能強化を推進するとともに、付加価値の高い種苗の研究開発に取り

組みます。  

また、水産市場に隣接する水産加工団地用地について、売却に向けた取

組を行い、当地の利活用を進めてまいります。  

「企業立地政策」では、製造業及びオフィス系企業など魅力ある雇用を

生み出す企業立地を実現させ、市外への人口流出抑制及びＵＪＩターンに

よる流入人口増加を図ってまいります。  

佐世保相浦工業団地については本市の核となるような製造業を誘致し、

市中心部においては民間で行われるオフィスビル整備などへの支援に取り

組むとともに、立地企業の操業に対しできる限りの支援を行い、多様な就

労の場を確保してまいります。  

 

２  ひと－育み、学び、認め合う『人財』育成都市－  

「ひと」の分野として、「子ども未来政策」では、「第２期新させぼっ子

未来プラン」に基づき、子どもを安心して産み、楽しく育て、子どもが健

やかに成長できるまちづくりを進めてまいります。  

まず、母子保健の推進と安心な育児環境の充実において、妊婦健康診査

における多胎妊産婦への支援の拡充を図るとともに、産後ケアにおける利

用期間の延長等による利便性の向上など、妊娠、出産、子育てに至る切れ

目のない支援を推進します。  

地域での子どもと子育ての支援においては、地域での自主的な子育て支

援のアイデア活動への助成を通じ、子育て世代を支えていく気運の醸成を

図ってまいります。また、子ども・子育てを通じ人が集い、繋がり合う場

の創出を目的として、中央公園内に屋内遊び場を整備します。  

幼児教育・保育の充実においては、引き続き、既存施設の老朽化に伴う

改修等に合わせた利用定員の拡充を図るほか、新たに、医療的ケア児の受

入れに際し、看護師等を配置している施設に経費の一部を補助するなど、

幼児教育・保育における量の確保と質の向上に取り組みます。  

また、欲しい情報を必要な方に的確に届けるための「子育て応援アプリ」
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を活用した情報発信を行ってまいります。  

「教育政策」では、学校教育や生涯学習環境の場において、子どもたち

を含む市民が生涯を通じて学び、文化、スポーツ等に親しむことができる

環境の充実を図ってまいります。  

学校教育の充実においては、確かな学力を身につけさせるために、教職

員の資質向上などの学力向上施策を推進してまいります。まず、国のＧＩ

ＧＡスクール構想を先進的に進めるため、すべての児童生徒に一人一台端

末を整備しましたが、さらに本市独自の「スマート・スクールＳＡＳＥＢ

Ｏ構想」に基づき、整備した端末を学校や家庭での学びに効果的に活用し、

新しい学びの実現に向け、教職員研修及びＩＣＴ支援員の配置拡充、セキ

ュリティ強化など、ＩＣＴ活用のための支援に努めてまいります。  

また、学校規模の適正化や通学区域の見直しを行うとともに、学校学期

制については、学校、児童生徒、保護者との関係を考慮して、新しい３学

期制に向けた制度設計を行い、円滑な制度移行の準備を進めることで、児

童生徒の望ましい教育環境の確保を図ってまいります。  

年々増加する不登校等の様々な課題に対応するために、スクールソーシ

ャルワーカーをさらに増員し、継続事案の対応並びに定期的な巡回訪問に

よる早期対応に努め、教育相談の充実を図ってまいります。  

豊かな心を育むまちづくりにおいては、４月１日からコミュニティセン

ターを設置することとなりますが、これまで同様に主催講座の開催や職員

研修を実施するなど、社会教育活動及びコミュニティの基盤形成を図って

まいります。  

生涯学習・生涯スポーツの充実においては、市民が身近にスポーツに親

しむことができる環境づくりを推進するために、東京２０２０オリンピッ

ク・パラリンピックの聖火リレーや事前キャンプ受入れに向けた取組等を

行います。また、スポーツ施策を中長期的かつ横断的に推進するために、

「スポーツ推進計画」を策定いたします。  

歴史文化の保存・活用については、新たに福井洞窟ミュージアムを本年

４月にオープンさせるとともに、立神音楽室を含む立神広場については、

日本遺産「鎮守府」の情報発信拠点となる歴史公園として着実に整備を進

めてまいります。  

 

３  まち－西九州を牽引する創造都市－  

「まち」の分野として、「都市政策」では、少子高齢化・人口減少社会の

なかで、新たな本市の都市計画マスタープランに基づき、地域の活力の維
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持に努めます。  

居住誘導の推進においては、特に市街地では「立地適正化計画」を策定

し、拠点性が高く、災害リスクが少ない場所に、居住や医療・福祉・商業

等の都市機能を確保し、地域公共交通と連携して、市民が安心して住み続

けられるよう、コンパクト・プラス・ネットワーク型のまちづくりを進め

ます。  

空き家の適正管理の促進、活用につきましては、必要に応じて関係法令

に基づく助言や指導を行うとともに、老朽化した危険な空き家に対して除

却費の一部補助などを行い、良好な居住環境の確保を図ってまいります。  

地域の特性に応じたまちづくりの推進においては、防災性の向上や住環

境の改善のため、車みち整備事業や斜面密集市街地対策事業等を地元まち

づくり協議会と協働して行い、地域に求められる道路等の都市基盤の整備

を進めてまいります。  

公園の機能充実においては、「緑の基本計画」を見直し、都市公園の整備

及び管理の方針を定めるとともに、公園施設長寿命化計画に基づく対策事

業の推進や、公園施設の再編に取り組んでまいります。  

「水道政策」では、新上下水道ビジョンの経営理念に基づき、公衆衛生

と生活環境を支える水道政策の確実な推進を図り、健全経営に努めてまい

ります。  

水の安定供給の推進においては、水源開発や水道施設の計画的な更新・

再構築及び維持管理を行うとともに、適切な水質管理を行い、安全安心な

水の常時供給を推進します。  

公共下水道の普及推進と安定処理については、公共下水道の早期整備を

推進し、施設の計画的な維持管理を行うとともに、処理水の適切な水質管

理を行います。  

また、上下水道ともに、自然災害や事故等の発生に対し迅速に対応でき

るよう、引き続き、危機対応力の向上に努めてまいります。  

「土木政策」では、拠点間の連絡強化や、市民生活や経済活動を支える

道路ネットワークを充実させ、活力あるまちづくりを推進し、また、激甚

化・頻発化する自然災害などから市民の安全を守るための社会インフラの

整備や、災害危険箇所の周知により、安全で安心なまちを築いてまいりま

す。  

暮らしと成長を支える道路ネットワークの充実においては、国の「防災・

減災、国土強靭化のための５か年加速化対策」に掲げるミッシングリンク

の解消、４車線化及びダブルネットワークに資する西九州自動車道の延伸
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や４車線化事業、計画段階評価へ着手された東彼杵道路の早期事業化等の

事業進捗を図ります。  

また、幹線道路を補完しネットワークを形成する県道整備への協力や市

民生活に密着した市道整備についても、道路整備プログラムに基づき進め

てまいります。  

道路施設の老朽化対策については、予防保全型のメンテナンスへの移行

により、長期的なライフサイクルコストの低減を目指した長寿命化を図り

ます。  

さらに、現在の道路維持管理手法を積極的に見直し、ＡＩ、ＩＣＴ等の

新技術の活用による効率化を図り、それらの技術を活用できる人材育成、

技術継承なども進めてまいります。  

命を守る斜面地・浸水対策の推進においては、急傾斜地の崩壊を防止す

る対策工事を行い、また、河川については、緊急性の高い箇所から計画的

な対策を実施するとともに、県が実施中の日野川など二級河川の改修工事

に対し協力しながら早期完成を目指します。併せて、河川の樹木伐採や浚

渫についても、緊急度に応じ計画的に進めてまいります。  

さらに、排水ポンプ等の施設の老朽化対策についても、長寿命化計画に

基づき更新を行ってまいります。  

一方、ソフト対策として、災害危険箇所や避難場所等を示す洪水及び土

砂災害のハザードマップを作成し、市民への周知を図ってまいります。  

「環境政策」では、廃棄物の適正処理による生活環境の保全及び公衆衛

生の向上を図るとともに、環境によい行動を自ら選び、取り組む「環境市

民」を育成することで、持続可能な循環型のまちづくりを行います。  

環境保全活動の推進においては、「させぼエコプラザ」を中心に、様々な

年代が利用できるＩＣＴを活用した多様な環境教育プログラムの実施や自

然観察会の開催などにより、環境教育・環境学習の推進や自然環境の保全

を図ります。また、多様化する環境問題や世界的な脱炭素化の潮流を踏ま

え、環境基本計画の改定に着手します。  

ごみの減量化と適正処理の促進においては、引き続き効率的で安定した

ごみ処理を行うとともに、施設の延命化など総合的な整備に取り組み、計

画的なごみ処理を推進します。  

さらに、「食品ロス削減推進法」に従い、啓発活動等を通じて一層の食品

ロス削減推進に努めるとともに、事業系ごみの一層の減量化・資源化を図

るための調査を行います。  

「港湾政策」では、佐世保港において、環境の保全に配慮しつつ、計画
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的な整備、適正な管理及び利用促進を行うことで、港湾の適正な利用と保

全、本市の発展を図ってまいります。  

人流と物流を支えるみなとづくりにおいては、三浦地区において市民・

観光客が集い、賑わいを創出する交流拠点となるまちづくりを推進すると

ともに、鯨瀬ふ頭における港湾施設の再編事業に併せて、民間活力の導入

を含めた土地活用を図ってまいります。また、クルーズ客船の対応におい

ては、日本船社へのポートセールス及び寄港の受入れに注力しつつ、外航

クルーズについては、運航再開に備え、必要な準備を進めてまいります。  

併せて、岸壁等の利用調整や必要な支援を行うことで、物流の活性化を

図ってまいります。  

 

４  くらし－地域が社会を築く安心都市－  

「くらし」の分野として、「市民生活政策」では、身近な絆の象徴である

地域コミュニティの活性化や、人を大切にし、支え合う仕組みづくりを進

めるとともに、交通事故や消費者被害に遭わない環境整備の充実により、

誰もがいつまでも安全・安心で快適に暮らせる市民生活の実現を図ってま

いります。  

地域コミュニティに係る取組については、新たな地域拠点となりますコ

ミュニティセンターの利用促進に努めるとともに、地域課題の解決に取り

組まれる地区自治協議会の地域運営の確立を目指し、必要となる調査研究

を実施します。  

安全安心施策の推進においては、交通安全シミュレータ機器の活用や、

消費生活等講座との連携により、高齢者や子どもを対象とする出前型教育

の拡充を図ります。また、犯罪被害者の支援について、関係機関と連携の

下、担当者研修や広報・啓発に取り組んでまいります。  

災害援護事業においては、近年の災害発生状況を鑑み、これまで１日分

としていた食料等の現物備蓄を３日分に拡大し、災害に対する備えの拡充

を図ります。  

また、市民の利便性の向上のみならず、本市の行政のデジタル化を強力

に推進するうえでも重要なマイナンバーカードの普及促進に努めます。  

「保健福祉政策」では、健康を支える環境や地域医療の体制など、保健・

医療・福祉サービスを総合的に提供できる体制をつくり、地域共生社会を

目指して、誰もが共に支え合い、いくつになっても健やかに安心して暮ら

せるまちづくりの実現を図ってまいります。  

健康づくりの推進においては、官民連携で市民の皆様の食や運動など健
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康づくりを応援する健康寿命延伸プロジェクトにおきまして、ウォーキン

グや検診の受診などによりポイントを獲得する「させぼ健康ポイント事業」

を実施し、新しい生活様式を実践しながら気軽に楽しく健康づくりに取り

組むきっかけづくりや、健康づくりを継続する方への支援を推進します。  

また、国民健康保険事業の重症化予防の取組については、慢性腎臓病（Ｃ

ＫＤ）対策として、かかりつけ医や腎臓専門医との連携強化及び医師・歯

科医師・薬剤師等多職種連携による取組をより一層推進し、新規人工透析

導入患者や高血圧の有所見者を減らし、医療費の抑制を図ってまいります。 

質の高い地域医療体制の充実においては、新型コロナウイルス感染症へ

の対応を踏まえた適切な救急医療体制の維持と良質で適切な医療・介護の

提供に向けた支援を進めてまいります。併せて、地域医療を守るための取

組として医療人材の確保により医療サービスの維持を目指すなど医療提供

体制の適正化に努めるとともに、新たな診療形態であるオンライン診療に

ついても研修会等を通じた検討を行ってまいります。  

高齢者になっても健康で自立した生活ができる環境づくりにおいては、

医療・介護などが切れ目なく一体的に受けられる体制、いわゆる地域包括

ケアシステムの更なる拡充と深化を図り、団塊の世代が後期高齢者となる

２０２５年、さらには団塊ジュニア世代が高齢者となる２０４０年を見据

え、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを継続できる社会を築い

ていくことを目指します。  

また、この地域包括ケアシステムをはじめとする地域共生社会の実現に

向け、第３期佐世保市地域福祉計画に基づき、地域における福祉課題の解

決に努めてまいります。  

障がい者の自立と社会参加の環境づくりにおいては、佐世保市障がい者

プランなどで策定した取組を着実に実施し、障がいのある人もない人も、

共に生き、共に過ごすことのできる共生社会の実現を図ってまいります。  

「消防政策」では、火災や自然災害並びに救急・救助に迅速かつ的確に

対応するとともに、火災予防対策を推進することで、住む人と佐世保を訪

れる人たちの安全・安心を守ります。  

火災対策の推進においては、西消防署江迎・鹿町出張所の建設のほか、

通信指令システムを効果的に運用するとともに、消防車両や資機材、消防

水利を有効に活用してまいります。  

また、激甚化する台風や大雨などの自然災害対策については、中隊本部

や分団に水害救助用セーフティーボートを追加配備するとともに、新たに

消防局訓練場及び災害用ドローンの整備を行い、災害による被害の軽減に
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努めてまいります。  

消防団の充実強化においては、統合再編及び新格納庫の建設を進め、地

域防災の中核となる組織づくりを目指します。  

救急・救助の高度化においては、応急手当の普及啓発と病院前救護体制

の充実に努め、生存率の向上を目指すとともに、新型コロナウイルス感染

症等の対策を適切に行い、市民が安心して利用できる救急救助業務を継続

してまいります。  

火災予防対策の推進においては、防火訓練などを通じて、市民に火災予

防を呼びかけるとともに、住宅用火災警報器の設置や維持管理を推進する

ことで火災の早期発見を図り、生命及び財産の保護に努めてまいります。  

「防災危機管理政策」では、災害や緊急事態から市民の生命及び財産を

守り、また防災関係機関と連携して、被害を最小限に抑える環境・体制を

整え、災害や緊急事態に強いまちの実現を図ってまいります。  

災害や緊急事態に対応できる体制の充実強化においては、総合的な防

災・危機管理体制の確立のため、「佐世保市危機対策会議」の弾力的運用を

図ることとし、大規模自然災害等の危機事象に対し、事前対策も含め、全

庁的にマネジメントできる体制を構築してまいります。  

また、災害対策本部の運用につきましても、迅速な設置を行い、機動的

に活動できる体制といたします。  

防災・減災、国土強靭化の取組については、政府が示した５か年加速化

対策を念頭に、洪水、土砂災害、地震等による人命・財産の被害防止、最

小化のため、災害インフラ等の取組をハード・ソフト両面から推進するこ

とにより、本市域の強靭化を図ってまいります。  

また、防災行政無線については、市民へ確実に情報を伝達するため、戸

別受信機を希望する世帯に無償貸与を行い、段階的かつ計画的に全市域の

環境整備を図ってまいります。  

さらに、災害時の分散避難の推進を含め、市民が適切な避難行動を取れ

るよう、災害情報配信サービスをはじめとする情報伝達補完手段の広報周

知を図ってまいります。  

併せて、地域の災害特性に応じた住民参加型の地域型防災訓練を引き続

き実施し、地区防災計画策定及び地域の防災活動の支援を推し進めるほか、

町内会公民館等の自主運営地域避難所としての活用にも理解を求め、地域

住民の災害対応能力の向上を図ってまいります。  

以上が４つの都市像を実現するための令和３年度における主な取組内容

となります。  
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これら事業の推進にあたりましては、健全な行財政運営のもと、行政活

動による効果を最大化していく必要があります。  

 

５  行政経営  

「行政経営」においては、まず、市民ニーズ等に応じた政策課題に適切

に対応しつつ、より効率的で効果的な行政サービスを提供するため、子ど

も未来部や土木部内の組織再編など、行政体制の整備を行ってまいります。 

的確な分析による戦略的な行政経営の推進においては、効果的な施策展

開を図り、事業の取捨選択を促進していくことにより成果を生み出し、行

政活動の効果の最大化を図ってまいります。  

地方創生の重要施策である移住政策において、地方への移住や就業に対

しての関心の高まりを好機ととらえ、恵まれた自然環境や多様性等、人を

ひきつける本市及び連携自治体の特性や魅力を活用した周遊型ワーケーシ

ョン等の事業を新たに創設します。  

地域の重要な都市基盤である公共交通については、コロナ禍における各

公共交通事業の経営が苦しいなかではありますが、「佐世保市地域公共交通

再編実施計画」における施策をしっかりと実施することで市民の足を守り

ます。併せて、次期計画策定に向けた検討を進めます。  

文化の振興では、アルカスＳＡＳＥＢＯ、市民文化ホール及び島瀬美術

センターを、公益財団法人佐世保地域文化事業財団で一元管理いたします。 

これまでの実績を踏まえた「民間の発想ならでは」による特色や魅力を

高めたイベントを展開し、多様な文化芸術に触れる機会の提供を充実させ

てまいります。  

市民の多文化交流の推進については、人の移動が制限されるなか、オン

ラインを積極的に活用した姉妹都市等との交流事業を行うとともに「多文

化共生社会」の進展を図ってまいります。  

市民の視点に立った行政基盤の構築においては、改革改善を推進できる

人材の育成のための取組として、佐世保市人材育成基本方針に定める「求

められる職員像」の実現を目指し、様々な課題に対応した職員研修を行う

とともに、「庁内公募制」による人材の登用にも取り組んでまいります。  

広報・広聴の取組としては、昨年１０月に策定した「佐世保市広報戦略」

に基づき本市全体の広報力の向上を図るとともに、全庁的な広聴力の向上

にも力を入れ、効果的な広聴の推進に努めてまいります。  

ＩＣＴを原動力としたまちづくりの推進については、ポストコロナ時代

を見据えＩＣＴ戦略をバージョンアップし、各施策におけるデジタル化へ
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の取組を加速いたします。  

また、「書面、押印、対面」のあり方を見直し、行政手続きや届出がイン

ターネットを利用して行うことができるよう、行政手続きのオンライン化、

キャッシュレス化などを進め、市民サービスの向上、業務効率化に取り組

みます。  

健全で持続可能な財政運営の推進においては、第７次総合計画のマネジ

メントスキームにあわせた財政計画の策定、及びそれに基づく予算編成を

行ってまいります。  

また、税負担の公平化と税収の安定確保を図るため、適正かつ公平な課

税を行うとともに、クレジット納付収納等の活用促進や徴収体制の一元化

の検討を行い、徴収率の向上に努めてまいります。  

また、資産管理につきましては、資産活用基本方針に基づき遊休財産の

利活用を進め財源確保を図るとともに、「第１期公共施設適正配置・保全実

施計画」に沿った施設の適正規模への見直しと計画的な保全により財政負

担の軽減と平準化を図ってまいります。  

効果的で効率的な行政運営の推進については、最終年度となる「第６次

佐世保市行財政改革推進計画（後期プラン）」を着実に進めてまいります。 

取り巻く社会経済情勢の今後の変化を見据え、国等のデジタル変革の動

き等を的確にとらえながら、次期行革プランを策定して、業務の効率化と

併せ、その仕組みを改革し、行政サービスの安定的な提供を図ってまいり

ます。  

基地との共存共生の推進においては、国や米軍等と連携・調整しながら、

自衛隊や米軍の防衛施設に起因する様々な制約や負担をできる限り軽減す

る対策に取り組んでまいります。  

基地政策の最重要課題であります「前畑弾薬庫の移転・返還」につきま

しては、国に対し、米側との協議をさらに加速させ、移設事業全体の工程

を早急に示していただくよう強く求めてまいります。  

また、移転先となる江上・針尾地区をはじめ、関係する地域の負担軽減

と地域振興につきましても、議会のご理解をいただきながら、引き続き取

り組んでまいります。  

さらに、崎辺の東地区においては、海上自衛隊の大規模な施設整備が始

まることから、国に対し、地域住民の生活環境に配慮することや適時適切

な地元説明会を実施していただくことを求めてまいります。  

 

次に、地方創生を牽引し、新しい時代へ飛躍するための重点施策「８つ
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のリーディングプロジェクト」について説明します。  

まず、１つ目の「名切地区再整備」については、本市初めてのＰａｒｋ

－ＰＦＩ事業として、中央公園のリニューアル工事に着手します。  

民間事業者によって、子ども遊び場をはじめ、様々な魅力的で賑わいあ

る施設が整備されます。令和４年４月には、市民の皆様だけでなく、本市

を訪れる観光客にとっても、西九州地域のシンボリックな公園として生ま

れ変わる予定です。  

２つ目の「俵ヶ浦半島開発」については、「九十九島観光公園」が、来月

末に暫定オープンを予定しております。  

ここでの九十九島の大パノラマは、市民の皆様のみならず、本市を訪れ

る観光客の方々にこれまでにない景観を体感していただけるものだと思っ

ております。  

また、感染症の影響でお時間をいただいておりましたが、本格利用を見

据えた公園整備の民間事業者からの事業提案や、西海国立公園九十九島動

植物園「森きらら」移転の是非については、令和３年度中には、その方向

性を示してまいります。  

３つ目の「クルーズ船入港体制整備」については、昨年、浦頭地区の岸

壁と旅客ターミナルが完成し、クルーズ客船を受け入れる体制が整ったこ

とから、既存の三浦地区と合わせ、本格的なクルーズ再開後におけるスム

ーズな運営が行えるよう、周辺環境の充実を図ってまいります。  

また、地域経済効果に繋げる取組の推進及び地域課題への対応を引き続

き実施するとともに、徹底した感染予防対策による観光案内や賑わいづく

りなどに取り組むことで、国際クルーズ拠点形成による集客効果の最大化

を図ってまいります。  

４つ目の「特定複合観光施設（ＩＲ）誘致」については、長崎県の実施

方針に基づき、本年１月から事業者公募がなされており、夏ごろまでには、

ＩＲ事業者が選定されることになります。  

事業者の選定後は、区域認定申請に向け、県及び事業者と連携しながら、

九州・長崎ＩＲが目指す姿を具体に記した区域整備計画の作成に注力して

まいります。また、立地自治体として、市民の皆様への丁寧な説明を行う

とともに、市議会のご協力を賜りながら、ＩＲ誘致を着実に推進してまい

ります。  

５つ目の「基地との共存共生」については、自衛隊による崎辺地区の利

活用が進むなか、地域の交通環境の改善に資する前畑崎辺道路の建設工事

が本格化いたします。また、前畑弾薬庫の針尾島弾薬集積所への移転・集
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約に係る工事用道路については、国による調査や測量が進められてまいり

ます。  

６つ目の「企業立地・新工業団地整備」については、コロナ禍で厳しい

経済状況が続くなか、企業の動きを見ながら「佐世保相浦工業団地」への

誘致活動を積極的に進めてまいります。  

７つ目の「英語が話せる街佐世保」については、引き続き市民協働の下、

新たに小学生を対象にした、グローバル社会で活躍できる次世代リーダー

への第一歩に挑戦する「グローバルキッズ・チャレンジ事業」に取り組む

など、さまざまな事業を展開してまいります。  

８つ目の「世界で最も美しい湾クラブ加盟の九十九島・世界文化遺産（黒

島の集落）・日本遺産（佐世保鎮守府、三川内焼）の活用」については、そ

の魅力をメディアやＳＮＳを通じて、全国・全世界に発信してまいります。  

また、世界文化遺産「黒島の集落」については、黒島天主堂が２年間の

耐震化・保存修理工事を終了し、２月２４日にリニューアルオープンを迎

えたことから、引き続き、観光客の受入態勢整備に取り組んでまいります。

さらに、本市の歴史的魅力を伝える２つの日本遺産については、構成する

自治体や関係機関等と連携した情報発信に努めてまいります。  

これまで申し述べました本市取組の実現と併せて、本市のまちづくりの

基盤として極めて重要な水の安定的な供給のため、早期の完成が必要とな

る石木ダム建設事業につきましては、本市の水源不足の抜本的解決策とし

て、事業主体である長崎県を中心に事業実施に取り組んでいるところです。 

昨年には国を当事者とした事業認定取消訴訟において、原告側が控訴審

判決を不服として提起した上告について、最高裁判所が棄却の決定を行い

ました。これにより事業認定取消訴訟における司法判断が確定し、石木ダ

ムの必要性が、司法判断においても改めて認められたところであります。  

建設予定地では、ダム本体工事に向けた契約もなされるなど、着実な事

業の進捗が図られているところです。  

新規水源確保は、水の安定供給や老朽化した水道施設の更新において必

要不可欠なものであり、さらには昨今の感染症対策で求められる公衆衛生

の役割や疲弊した市民生活や地域経済のなかでの渇水の影響を考えますと

事業の必要性・緊急性はますます高まってきているものと考えております。 

私といたしましては、何としても石木ダムによる水源確保を早期に実現

しなければならないと考えており、議会の皆様方と思いを一つにし、一体

となって進めていくことが最も大切なことと考えております。  
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以上、施政方針につきまして説明申し上げましたが、その方針に基づき

新年度の当初予算を編成しましたので、その概要を説明いたします。  

令和３年度の国の一般会計の政府予算案は、前年度当初比３．８％増の

１０６兆６，０９７億円と過去最大を更新し、３年連続で１００兆円を超

えております。  

感染拡大防止と社会経済活動の両立を図りつつ、ポストコロナの新しい

社会の実現を目指し、中長期的な成長力強化の取組を推進していくことと

され、いわゆる「１５か月予算」の考え方で、令和２年度第３次補正予算

と一体として編成されております。  

骨太の方針２０２０に基づき、歳出改革の取組を継続されたものの、新

型コロナウイルス感染症対策もあって、財政健全化の目安となる基礎的財

政収支（プライマリーバランス）は２０．４兆円の赤字となり、前年度か

ら１０．８兆円悪化しております。  

地方財政計画につきましては、通常収支分の財政規模は前年度比１．０％

減の８９兆８，０６０億円で、歳入では、国の加算など地方交付税の原資

を最大限確保することにより、地方交付税総額について前年度を０．９兆

円上回る１７．４兆円を確保され、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り地方税等が大幅な減収となるなかで、地方の一般財源総額は０．５％減

の６３兆１，４３２億円となっています。  

歳出では、地域社会のデジタル化を集中的に推進するための「地域デジ

タル社会推進費」が新たに計上されたほか、防災・減災、国土強靭化の推

進として、「緊急自然災害防止対策事業費」、「緊急防災・減災事業費」、「緊

急浚渫推進事業費」について、事業期間の５年間延長や拡充がなされ、「ま

ち・ひと・しごと創生事業費」も継続されるなど、引き続き、地方の取組

を後押しするものとなっております。  

しかしながら、令和３年度末の国と地方を合わせた長期債務残高は、

１，２０９兆円程度に達する見通しであり、地方においても国の取組と基

調を合わせ、歳出全般にわたり徹底した見直しが求められているところで

す。  

本市においては、人口減少による税収などの減少に加え、高齢化による

社会保障関係費の自然増や、公共施設の維持管理・施設更新経費などの増

加など、経常的な行政サービスの増大に加えて、新型コロナウイルス感染

症の影響もあり、大幅な財源不足が見込まれております。  

こうしたなか、本市の予算編成におきましては、今後、新型コロナワク

チン接種も予定されていることから、その収束の後、年度後半から本格的
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に景気が回復していくという基本的な考えのもと、感染拡大防止と社会経

済活動の両立を図りながら、ポストコロナの新しい社会の実現を目指すと

ともに、第７次総合計画を着実に実行していくこととする、「ポストコロナ

時代を見据えた健全財政と圏域の活性化の両立」を掲げ、改革を進めつつ、

財源の重点的な配分に努めたところです。  

「第６次行財政改革推進計画」の後期プランに基づく改革・改善の実行

により財源を捻出し、社会保障や教育など市民生活の基盤を支える施策に

ついて所要の財源を確保したうえで、第７次総合計画のまちづくりの方向

性である、「しごと」・「ひと」・「まち」・「くらし」の取組を牽引するための、

８つのリーディングプロジェクトの推進や、新しい生活様式などのポスト

コロナ対応事業に優先配分いたしました。  

当初予算の概要でありますが、一般会計は１，１７７億２，８１６万円

で、社会保障関係費の増への対応に加え、第７次総合計画で目指すまちづ

くりに貢献する事業やリーディングプロジェクト等への重点配分を行った

ものの、九十九島観光公園の造成工事の完了や一部地域におけるアナログ

式からデジタル式への更新終了による防災行政無線整備事業の減などもあ

り、前年度当初予算に比べ２．６％の減となっております。  

次に、特別会計は、８５９億１，１９５万円で、住宅事業特別会計にお

ける事業費の増や競輪事業特別会計における車券売上金の増などにより、

前年度当初予算に比べ１０．０％の増となっております。  

次に、企業会計は、２３１億３，５３０万円で、下水道事業会計におけ

る事業費の増などにより、前年度当初予算に比べ２．１％の増となってお

ります。  

従いまして、本市の予算総額は２，２６７億７，５４１万円となり、前

年度当初予算に比べ２．３％の増となっております。  

 

最後に、補正予算、条例議案、一般議案及び報告案件につきまして説明

申し上げます。  

まず、令和２年度補正予算議案でありますが、一般会計、特別会計及び

企業会計あわせて６件を提案いたしております。  

次に条例議案につきましては、職員定数に関するもの、事務分掌に関す

るものなど２１件を提案いたしております。  

一般議案といたしましては、工事請負契約に関するものなど６件を提案

いたしております。  

報告案件といたしましては、市長専決処分に関するものなど１０件でご
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ざいます。  

なお、各議案の詳細につきましては、配付いたしております予算説明資

料、条例議案等に関する資料をご参照いただきたいと存じます。  

 

以上、令和３年度における施政方針及び本日提案いたしました議案の説

明を述べさせていただきました。  

市長として、４期目の任期も折り返しの２年が経過いたしますが、私は

これまで、市民の皆様の期待に応えなければならないという使命感で市政

運営のかじ取り役を担わせていただきました。  

そのようななか、新型コロナウイルス感染症の出現とその世界的大流行

（パンデミック）により、市民の皆様においても、これまでとは全く異な

る日常や経済悪化状況に耐えていただくことを余儀なくされており、何と

しても、市民の生命と財産を守るため、この施政方針で申し述べました各

政策を力強く推進してまいります。  

シビックプライドの向上を図り、地域の絆をこれまで以上に大切に考え

ていただきながら、本市の明るい未来のために、どうぞ市民の皆様、議員

の皆様のご支援、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。  


